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※経由団体：各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 
貿易・投資円滑化ビジネス協議会 

パキスタンにおける問題点と要望 
 

区分 意見元 No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 

9輸出入規制・関
税・通関規制 

日鉄連 (1) 調整関税引き上げ ・2015年 12月 1日、歳入不足に伴い、輸入贅沢品に対し調整関税
（Regulatory Duty）の引き上げを実施し、一部鉄鋼製品が従来の税率から調
整関税が引き上げられた。 

・調整関税の引き下げ・撤廃。 ・Custom Act 1969 

  日機輸    ・2017年 10月 16日にパキスタン政府は突然、高価格・贅沢品に関する税制の
変更を発表した。当社にてはパキスタンにてのタイヤ輸入に大きな影響が出て

いる。 

・2月 7日にはシンド州最高裁判所で本税
制変更は無効であるという判決がされてい

るが、元々パキスタン国内にて十分な議論

をした上で対応すべきものであり、日経企

業への締め付けになるような事は排除願

いたい。 

 

  日化協 (2) 出荷前手続きの煩
雑さ 

・納入製品は 1 ロットに限定されるため、生産数量の調整が煩雑。 
仕上り製品よりサンプルを抜き取り、出荷前に当該国検査機関に送付し、合格

後（現地での分析検査に 1か月必要）に日本から出荷可能となる。 

・該当数量に合わせロット指定が必要であ

り、現地試験中に当該品を日本にて保管

しておく必要がある。過去実績のあるもの

は、自社分析証明で代用。 

 

14税制 日機輸 (1) 免税措置の未実
施、税還付の遅延 

・当社は10年間法人税無税の恩典を認可されているが、原材料輸入時と製品販
売時に前払い法人税を源泉させている。 
また法人税の一種である Turnover Taxが売上に対し 1.25％課税されている。

・速やかに前払い法人税、Turnover Tax
免税措置を実施するとともに、既に支払済

の前払い法人税を還付頂きたい。 

・Special Economic Zones 
Act, 2012, 126E項 

 


